
   

 

  

個
人
住
民
税
・
介
護
保
険
料
・
固
定
資
産
税 

に
も
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す 

 

前
回
の
い
ん
ふ
ぉ
め
～
し
ょ
ん
で
、
国
民
健
康
保
険
の
納
付
書

が
6
月
中
旬
に
送
付
さ
れ
る
こ
と
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
5
月

か
ら
6
月
に
か
け
て
は
、
様
々
な
税
金
や
保
険
料
の
通
知
・
納
付

書
が
届
く
時
期
で
す
。
個
人
住
民
税
・
介
護
保
険
料
・
固
定
資
産

税
に
も
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
。
吹
田
市
で
定
め
ら
れ
て
い
る
基

準
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

個
人
住
民
税 

個
人
住
民
税
の
減
免
で
は
住
民
税
の
う
ち
所
得
割
額
の
20
％

か
ら
50
％
が
減
免
さ
れ
ま
す
。
減
免
の
基
準
は
次
の
3
つ
を
満

た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

① 

平
成
24
年
度
の
所
得
が
600
万
円
未
満
で
あ
る
こ
と 

② 

平
成
25
年
度
の
所
得
の
見
込
金
額
が
120
万
円
以
下
で
あ
る

こ
と
（
た
だ
し
、
控
除
対
象
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が
い
る
場

合
は
、
一
人
当
た
り
35
万
円
が
120
万
円
に
加
算
さ
れ
ま
す
） 

③ 

平
成
25
年
の
所
得
金
額
が
平
成
24
年
度
よ
り
30
％
以
上
減

少
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と 

申
請
す
る
と
き
に
は
、
今
年
の
所
得
金
額
が
減
少
す
る
見
込
み

を
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

固
定
資
産
税 

固
定
資
産
税
の
減
免
は
次
の
4
点
を
満
た
し
て
い
る
場
合
、
納

付
期
限
が
到
達
し
て
い
な
い
税
額
の
25
％
が
減
額
さ
れ
ま
す
。 

① 

世
帯
の
収
入
の
合
計
が
最
低
生
活
費
の
1.3
倍
以
下
（
最
低
生

活
費
は
生
活
保
護
基
準
の
こ
と
で
す
） 

② 

①
の
状
況
が
長
期
間
継
続
す
る
（
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ

る
基
準
の
1
月
1
日
を
2
回
以
上
経
過
す
る
こ
と
） 

③ 

扶
養
義
務
者
が
い
な
い
。
も
し
く
は
援
助
が
期
待
で
き
な
い 

④ 

課
税
対
象
の
固
定
資
産
が
土
地
建
物
と
も
に
130
㎡
以
下
で

世
帯
の
居
住
用
か
、
事
務
所
や
店
舗
と
兼
ね
た
世
帯
の
居
住

用
だ
け
で
あ
る
こ
と 

こ
の
他
に
50
％
・
75
％
の
減
免
基
準
も
あ
り
ま
す
。 

（
全
額
免
除
は
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
場
合
の
み
） 

 

介
護
保
険
料 

① 

本
人
を
含
め
て
そ
の
世
帯
の
全
員
が
市
民
税
非
課
税 

（
介
護
保
険
料
の
基
準
の
所
得
段
階
が
第
1
段
階
（
生
活
保
護
受

給
者
を
除
く
）、
第
2
段
階
、
第
3-1
段
階
又
は
第
3
段
階
） 

② 

世
帯
の
合
計
収
入
が
120
万
円
（
世
帯
人
数
が
2
人
以
上
の
場

合
、
2
人
目
か
ら
一
人
当
た
り
48
万
円
加
算
）
以
下 

③ 

世
帯
の
預
貯
金
の
合
計
が
350
万
円
以
下 

④ 

他
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
か
ら
扶
養
を
受
け
て
い
な
い 

⑤ 

自
己
の
居
住
用
以
外
に
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い 

  

紙
面
の
関
係
で
、
詳
し
く
ご
紹
介
で
き
な
い
基
準
も
あ
り
ま
す

の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
6
月
班
会
や
事
務
局
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。 

 

 


